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環境だより 《詳細》

リサイクル清掃課
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３．３４６１３５２９２４．４７５４５６０３．２３８２２５８３．０３９６８１７４平成１０年度

２．５２３７９３４０３．３５８４３７４２．５２５１７６８２．１１０１９１９８平成１１年度

２．４２０７４３６４３．１４３３７８７２．４２０１４６９２．０１１２３２０８平成１２年度

２．２１８６７３６８２．９４１３９９４２．２２０１３６６１．９７１５２０８平成１３年度

２．０８３４４０９２．６２４２６１１０１．８７５７４１．７１３２２５平成１４年度

１．９８３３４２４２．５２１２３１１１１．９９７７７１．６１３２３６平成１５年度

平成１５年度に地方公共団体と環境省が実施した、有害大気汚染物質の大気環境モニタリング
調査結果が公表されました。その中から、ベンゼンの調査結果についてお知らせします。

全国の４２４地点中、３３地点（８％）で環境基準値を超過していますが、全般的には平均濃度が低下し、改善傾向にあります。
室蘭市では、輪西地区の新日鐵体育館（発生源周辺地域）で平均濃度が３．７μｇ／�と環境基準を超えていますが、平成１６年
４月から９月までの平均濃度が２．４μｇ／�と、昨年度の同じ時期に比べて０．８ポイント低下しています。

≪詳細≫環境対策課�◯２３ ２２２５
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※１年間に月１回以上の測定をした地点に限ります。ベンゼンの環境基準値は３μｇ／�です。

道路や山林に、空き缶やタイヤ、家
電製品などのさまざまな種類のごみを
捨てる人が後を絶ちません。特に、冬
の間に捨てられたごみは、雪に覆われ
目立ちませんが、雪解けとともに現れ、
せっかくの春を台なしにしてしまいま
す。そして、その捨てられたごみは、
税金で処理をすることになります。

また、北海道では平成１５年から「北
海道空き缶等の散乱の防止に関する条
例」を施行し、公共の場所や私有地に
空き缶やたばこの吸い殻等をポイ捨て
することを禁止し、違反した場合は２
万円以下の過料を払うことになります。
美しいまちづくりのために皆さんの
ご協力をお願いします。
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【ベンゼンの環境基準超過地点数および平均濃度の推移】

（μｇ／�） （μｇ／�） （μｇ／�） （μｇ／�）

家庭で使用したパソコンの再資源化
を推進するため、平成１７年１月から使
用済みパソコンはごみとして受け入れ
をしません。ご協力をお願いします。
なお、パソコンの回収方法や費用な

どについては問い合わせてください。
≪問い合わせ先≫㈱ＮＴＴ－ＭＥ北海

道室蘭支店Ｒ＆Ｓ推進担当�◯４５ 
５１９０、ホームページ　http://ww
w.me-hokkaido.co.jp/
※各メーカーへの問い合わせ先は、有
限責任中間法人パソコン３Ｒ推進セン
ターのホームページ（http://www.pc
3r.jp/index.html）で確認してください。
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資源物（空き缶・雑びん・ペットボトル）燃やせるごみ・燃やせないごみ

リサイクルプラザ
石川町２２番２　�◯５９ ０３１９

西胆振地域廃棄物広域処理施設（メルトタワー２１）
石川町２２番２　�◯５０ ２１６０

搬 入 場 所

火曜日から土曜日まで受け入れています。
※１２月３１日（金）～１月３日（月）は休み。

休みはありません（年末・年始も受け入れています）。
※日曜日は「燃やせるごみ」のみを受け入れ。

受 入 体 制

８時３０分～１７時３０分

１２月３１日（金）　８時３０分～１７時
１月１日（土）～３日（月）　１０時～１５時
１月４日（火）から　８時３０分～１７時３０分（平常どおり）
※「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」の投入口は違い
ます。

受 入 時 間
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家庭系ごみ処理手数料の収入は、西胆振地域廃棄物広域処理施設（メルトタワー２１）でのごみ

処理や、リサイクルプラザでの資源の処理経費に充てています。
【収入】ごみ処理手数料　２億２，６４７万円
【支出】西いぶり廃棄物処理広域連合負担金（新清掃工場等運転経費など）　２億２，６４７万円

祝日も通常どおり収集します。ただし、１２月３１日～１月３日の間は収集を行いません。������
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１月１２月収　集　地　区

４(火)
１８(火)

７（火）
２１（火）

中央町・海岸町・輪西町・みゆき町・
中島町

５（水）
１９（水）

１（水）
１５（水）
２９（水）

絵鞆町・祝津町・港南町・増市町・
小橋内町・築地町・緑町・西小路町・
清水町・常盤町・幸町・本町・栄町・
舟見町・山手町・入江町・茶津町・
新富町・母恋北町・母恋南町・
御前水町・御崎町・大沢町・東町・
日の出町・寿町

７（金）
２１（金）

３（金）
１７（金）
２９（水）

宮の森町（１丁目の一部を除く）・
高砂町（１・２・３丁目）

１１（火）
２５（火）

１４（火）
２８（火）

知利別町（４丁目の一部を除く）・
宮の森町（１丁目の一部）

１２（水）
２６（水）

８（水）
２２（水）
２９（水）

中島本町・高平町・八丁平・白鳥台・
本輪西町・港北町・柏木町・幌萌町・
陣屋町・崎守町・石川町・香川町・
神代町

１３（木）
２７（木）

９（木）
２３（木）

沢町・幕西町

５（水）
１４（金）
２８（金）

１０（金）
２４（金）

高砂町（４・５丁目）・天神町・水元町・
知利別町（４丁目２９～３３番、４１～４３番）
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※　　　　の部分は収集日が変更となっています。

１月１２月収　集　地　区

６（木）
２０（木）

２（木）
１６（木）

白鳥台・崎守町・石川町

７（金）
２１（金）

３（金）
１７（金）

輪西町・大沢町・みゆき町・八丁平

８（土）
２２（土）

４（土）
１８（土）

高砂町・水元町・天神町

４（火）
１８（火）

７（火）
２１（火）

絵鞆町・祝津町・港南町・増市町・
小橋内町・築地町

１２（水）
２６（水）

８（水）
２２（水）

母恋北町・母恋南町・新富町・茶津町・
御前水町・御崎町

１３（木）
２７（木）

９（木）
２３（木）

本輪西町・港北町・高平町・柏木町・
陣屋町・幌萌町・香川町・神代町・
石川町の一部（香川町会）

１４（金）
２８（金）

１０（金）
２４（金）

緑町・西小路町・沢町・幕西町・海岸
町・中央町・常盤町・清水町・幸町・
本町・栄町・舟見町・山手町・入江町

５（水）
１９（水）

１（水）
１５（水）

東町・寿町・日の出町・
みゆき町３丁目の一部（旭町自冶会）

１１（火）
２５（火）

１４（火）
２８（火）

中島町・中島本町・知利別町・
宮の森町

≪詳細≫リサイクル清掃課�◯２２ １４８１




